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国 鉄 に お け る労 使 関 係 と

団体交渉に関す る考察

張 秋 蘭

1は じ め に

1課 題背景の説明

日本 国有 鉄 道 会 社 似 下,国 鉄 と略 称 す る)の 分 割 ・民 営 化 以 前 は,国 鉄 関

係 労 働 組 合 との労 使 対 立が 激 し く,ま た そ の サ ー ビス は大 手 私 鉄 と比 べ て 競 争

力 が 劣 っ て い だ,。 一 方,国 鉄 改 革 で誕 生 したJRは,M年 間 を経 過 して経 営

状 涯1や 労 使 関 係 の.協調 が ま す ます 進 展 し,大 手 私 鉄 と競 争 もで きる よ う に

な って い る。 な ぜ,国 鉄 の民 営 化 前 後 で,こ の よ うに大 きな 変貌 が あ るの か 。

国 鉄 の 労使 関係 を分析 す る こ との歴 史 的意 義 は大 きい 。 また,そ う した 分析 を

通 して,国 鉄 を分 割 ・民 営 化す る こ との意 味 も明 らか とな ろ う3}。

とこ ろで,近 代 的 な労 使 関係 を形 成 す る特 徴 の つ は,労 使 間 に生 じる諸 問

題 を団 体 交 渉 を通 じて 自主 的 に解 決 して い く制 度 が尊 重 さ れ,確 立 して い る こ

とで あ る。経 済先 進 国 に お い て は,私 的部 門 で も.公共 部 門 で も 「団 体 交 渉 」 制

度 を労使 紛 争 を解 決す る シ.ステ ム とす る こ とは少 な くな い 。 国 鉄 の場 合 に は,

ユ949年 公 共.企業 体 等労 働 関係 法(以 下,公 労 法)が 適 用 とな り(第2条 と第8

条),団 体 交 渉制 度 が 設 置 され た 。 さ ら に,1968年7月 か ら 国鉄 当局 は相 次 い

1)1987年 の 国 鉄改 革 以 来,な お,国 労 組 合.員 の 再 雇 用 を め ぐ る]R不 採 用 問題 は ま だ 完 全 に解 決

して い な い 。 「}.{本経 済 新 聞 』2000年ll月18口 付 朝 刊.38ぺ ・一ジ。

2)JRの 経 営 状 況 につ い て,織 田 ・大坪[2000]参 照.

3)国 鉄 を 分 割 民営 化 した 要 因 は 国鉄 経 営 悪 化 と労使 関係 の 対 立 で あ る と指 摘 した研 究 は 船 井 ・竹

森[19931,加 藤119851,出 端[1993},遠 山[1996],森 島[1997],宇 仁[1997]等 で あ る.
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で 関係 労 働 組 合 と,「 現 場.協議 に 関す る協 約 」覗;を締 結 し,駅,工 場 の よ うな現

場 機 関 で 協議 の 開 催 を認 め る よ う にな った 。 そ の 後,団 体 交 渉 と現 場 協 議 は,

国鉄 の近 代 化 ・動 力 化 ・合 理化 に伴 って 生 み 出 され た 職 員労 働 条件 の変 動 と労

使 紛 争 を解 決 して い く方 法 と して よ く運 用 され て きた 。

しか し,国 鉄 経 営 危 機 が 政 治 的 ・経 済 的 ・社 会 的 に深 刻 な 問題 にな る と共 に,

日本 国 有 鉄 道 監 査 委 員会 丙}は,国 鉄 当局 に 職 場 労 使 関 係 を改 善 す るべ きだ とい

う勧 告 を出 した。1982年 か ら,国 鉄 当局 は全 職場 総 点 検 を始 め,従 来 の 現場 協

議 制 が職 場 規 律 の乱 れ の 要 因 で あ る と指 摘 した 。 この 指摘 に対 して は,国 鉄 の

労 使 関係 を研 究す る多 数 の 学者 が 反 発 して い る。 例 えば,国 鉄 に お1ナる慣 行 ・

協 定 問題 研 究 会[1982]が 行 った現 場 調 査 や 兵 藤[1984]が 調査 を した研 究 等

が あ る61。

上 記 の 各研 究 者 は,ほ とん ど1968年 か ら制 度 化 され た 現 場 協 議 制 と,組 合 の

規 制 力 を調 査 内 容 の 中心 に して研 究 を進 行 させ てい た。 研 究 者 達 は,調 査 結 果

を も とに して,国 鉄 当局 の職 場 総 点 検 で 挙 げ られ た事 例 は誇 張 で あ る と指 摘 し

て い る。 政 府 側 と研 究 者 の双 方 の 議 論 を読 み 比 べ る と,当 時,国 鉄 の労 使 関係

の 混迷 した様 相 が 浮 か び ヒが る。 いず れ の議 論 で も,現 場 協 議 ・団体 交 渉 が 国

の 「現場協議に関する協約」の主な協定文は次のとおりである。

① 協議単位は,駅.各 区..工場.連 絡船,さ ん橋等について定められた単位ごとの現場協議を

円滑に行うため設置する、

② 協議事項は当該現場長の権限と責任の範囲外の事項,.呂=情処理.手続きの取扱事項及び労働安

全衛生委員会に付議されている事項を除 く,.当該現場の労働条件に関する事項であって,当 該

現場でなければ解決 し難い もの,及 び当該現場で協議することが適当なものについて協議する。

③ 協議機関の開催は毎月定例的に行い,も し,一 方か ら申し入れがあり,緊急を要する場合は

臨時に開催する。

④ 意見一致事項の確認万法 としては、内容に応 じ.口 頭による確認,議 事録の作成,覚 書の交

換,協 定の締結を行う口

⑤ 上移手続としては,誠 意をもって ト分協議 しても なお協議が整わない場合は.双 方または,
一方から上部機関に上移することができる。

以 ヒ,『公共企業体等労働委員会年報』196B年版,8-9ペ ージ。

5)日 本国有鉄道監査委員会とは,国 鉄に関する経営改善計画実施状況を中心に経営監査を実施す

ることを.毛目的としていた 〔国鉄における慣行 ・協定問題研究会編[1982〕20ペ ージ7}。

6〕 ところで,国 鉄当局の職場規律調査以前にも,1970年 代にいくつかの国鉄現場調査がすでに行

われていた.例 としては,津 田[1980a],[19806],小 池[1981],稲 上L19811,光 岡[1981ユ.

遠藤[1981]等 の研究調査があげられる、
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鉄 の 対 立 的 な 労 使 関 係 構 造 の 源 の 一 つ で あ る と され て い た 。 そ こで,国 鉄 の 労

使 関 係 にお い て 団 体 交 渉 が どの 役 割 を果 た して い て い た こ とを検 討 す る必 要 が

あ る。

2課 題の設定

国鉄の労使関係については,一 般的には 「対立」的労使関係の印象が強い。

「第二臨調」内部で組織された第四部の会長加藤寛は,公 社へのヒアリングを

行 った後.「 そ もそも公企業体制度そのものに問題があるとした上で,『 余剰人

員,労 働時間の短さ,現 場協議会制』が存在 しているから,「労使関係』は好

ましくないものであるはず」 と指摘 しだ}.こ の指摘は,国 鉄における 「対立」

的労使関係が,団 体交渉を足場 として作 られた ものであるとの評価 を示 してい

ると言えるだろう(傍 点筆.者)。

一体,国 鉄では団体交渉制度や現場協議制は如何 なるように行われてきたの

か。.又,こ の二つの制度は 「対立的な」労使関係 にどのような役割を果た して

いたのか。これらが小論の課題である。

11パ ブ リ ック ・セ ク ター に お け る労 使 関係 論 と国鉄 の 団体 交渉

パ ブ リ ッ ク ・セ ク ター の労 使 関 係 に お け る政 府 の役 割 を論 じる場 合 に は,二

つ の類 型(或 い は モ デ ル)が よ く用 い られ る。 一 つ に は,統 治 的 主権 者 モ デ ル

(ASovereignEmployer)で あ り,.つ に は,模 範 的 雇 用 主 モ デ ル(AModel

EmployerofLabor)で あ る51。パ ブ リ ッ ク ・セ ク ター に お け る団 体 交 渉 で は,

上 記 の相 違 す るモ デ ル に応 じて,従 業 員 の労 働 条件 の 決 め 方 が 違 って.いる。 国

鉄 にお け る団体 交 渉 につ い て は,政 府(或 い は 管 理 者)の 役 割 は どち らの モ デ

ル に相 当 す るで あ ろ うか 。次 に分 析 した い 。

ア)森 島[1997]64ぺ ・一ジ 。

8)Bea㎜OHt「1992】P.76.



国鉄における労使関係と団体交渉に関する考察 〔455)97

1ASovereignEmployer/AModelEmployerofLabor

l)ASovereignEmployer(統 治 的 主 権 者 モ デ ル;以..ド,SE型)

こ の モ デ ル で は,政 府 は.全社 会 の 利 益 を促 進 す る責 任 を持 つ の で,管 理 権

(managementrights)と 権 力(power)を 特 別 な利 益 団 体 と妥協 した り,共 有

した りす る こ とが ない 。 そ れ 故,パ ブ リ ック ・セ ク ター に お け る労 働 関係 で は

私 的 部 門 と 異 な っ て,統 治 的 主 権 論(thenotionofgovernmental

sovereignty)が 労 働 関 係 を支 配 す る。

この概 念 に従 っ て統 治 的 主 権 論 を主 張 す る政 府 は,パ ブ リ フ ク ・セ ク ター の

従 業 員 の賃 金 や そ の他 労 働 条 件 の決 定 に際 して,従 業 員代 表 との交 渉 を 強制 さ

れ る こ とに嫌 悪 を示 す こ と に な る。 又,こ の よ うな政 府 は,パ ブ リ ッ ク ・セ ク

ター一の労 使 関係 に お い て,あ ら ゆ る権 力(power)の 持 ち 主 で あ る。 こ う した

モ デ ル は,過 去,パ ブ リ ッ ク ・セ ク ター に お い て 団結 権 を否 認 し組 合 運 動 を 阻

害 して きた、,また,余 目で も,パ ブ リ ッ ク ・セ ク ター の従 業 員 に対 して争 議 行

為 を 禁止 し団 体 交 渉 事 項 を 限定 す る,一 つ の イ デ オ ロ ギ ー 的基 礎(ideological

basis)と な って い る㌔

Beaumont[1992]も 指 摘 す る よ うに 日本 で は,パ ブ リ ック ・セ ク ター に お

け る従 業 員 の 労 働 条 件(termsand⊂onditionsofemployment)は 法 律 や 行 政

命 令 に よ り決 め られ,団 体 交 渉 を通 して従 業 員 の労 働 条件 を協 定す る こ とは排

除 され て い る。従 って小 論 で は,日 本 を統 治 的主 権 者 モ デ ル と して位 置付'けた

い 。

2)AModelEmployerofLabor(模 範 的 雇 用 主 モ デ ル;以 下lME型)

こ のモ デ ルで は,政 府 は,ナ シ ョナ ル労 使 関係 に リー ダー シ ップの模 範 を 示

す た め,労 使 関係 をめ ぐ る(法 的 な)手 続 きや そ の実 質(労 働 条件 の 改 善)に

関 して 私 的 部 門 の そ れ に比 べ,よ り よ い もの を 提 供 す る 。Beaumont[1992]

に よれ ば,歴 史 的 に この よ うな概 念 を採 用 した 国 は,イ ギ リス と ア メ リ カで あ

る。 この 二 つ の 国 で は,政 府 部 門 は 民 間 部 門 よ り 早 く労働 時 間 短 縮 を行 った り,

9〕Coleman[1990]PP.11-12.
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第1表 パ ブ リ ック ・セ ク ダー にお け る二 つ の 政 府 モ デ ル

ASovereignE【npbye正

(SE型)

AM<〕delEmployerofLabor

(ME型)

団体交渉 消 極 的 積 極 的
.『.

組合運動 排除(団 結権の否認) 自由(団 結権の承認)

労働争議 禁 止 承 認

出所=筆 者作成。

賃 金 決 定 の 原理 を作 る こ と に努 力 して きた 。 この モ デ ルの 下 で の よい使 用 者 と

は,必 ず し も 最 高 賃 率 を 支 給 し て い る も の で は な い 。 む し ろ彼BeaLIMOUt

「1992」 は,無 用 の 安 定 を継 続 的 に維 持 した り,賃 金 そ の 他 労 働 条 件 の変 更 に

つ い て従 業 員 代 表 者 と協 定 した りす る こ と に努 力 して い る も の と定 義 して い

るLω(第1表 を 参照)。

3).二 つ の モ デ ルの ま とめ

歴 史か ら考 察 して み る と,一 国 の 政 府 が どの 使 用 者 モ デ ル を採 用 す るか は,

当 時 の 政 治 的,経 済 的,社 会 的環 境 要 因 に よ って 決 め られ て い る と考 え られ る。

ASovereignEmployerモ デ1レを採 用 した 国 もあ る時 期 に当 た っ て はAModcl

EmployerofLaborモ デ ル に 変 る可 能 性 が あ る。 例 え ば,臼 年 前 の ア メ リカで

は統 治 的 主 権 論(then⑪tionofgovernmentalsovereignty)が 伝 統 的 ・支 配 的

位 置 を 占め て お り,統 治 者 が あ らゆ る労使 関係 に おい て 権 力 を持 ち続 け る と主

張 さ れ て い た1[}、,しか し,今 現 在,ア メ リ カ は む し ろAModelEmployerof

Laborモ デ ル に従 っ て労 使 関 係 の改 善 に努 力 し よ う と して い る。 そ して,SE

型 とME型 の 相 違 を 整 理 す る と,根 本 的 な理 念 に関 して 第 ユ表 の比 較 の よ う

に な る。

SE型 使 用 者 は労 働 者 の 組 合 運 動(団 結)を 阻IEし て,団 体 交 渉 に応 じる態

度 が 消 極 的 で あ る。 又,労 働 者 の ス トラ イ キ を行 うこ とは禁 止 され る。 これ ら

10>Bc己Un・Qnt[1992]PP.78-79、

It〕coleman[199〔)IP.11.
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と対 照 して,ME型 使 用 者 は,組.合 の 結 成 につ い て,こ れ を労 働 者 の権 利 と し

て承 認 す る。 団体 交 渉 に積 極 的 態 度 で の ぞ む し,労 働 者 の ス ト権 を承 認 す る。

この よ うなSE型 とME型 使 用 者 モ デ ル に照 ら して,国 鉄 の 労 使 関 係 で は,

どの よ うな形 を とった のか,次 に述 べ て い く。

2国 鉄における団体交渉(モ デルへの模索)

国鉄は第二次世界大戦後,公 共企業体 となった。それは占領行政の一つの政

策的産物であった。当時,公 共労働に認められる社会性 ・公共性及び独占性 と

いう特性を配慮 して,国 鉄を含む旺公社 と五現業その職員の労働関係は公労法

の適用 トにあった。 この法的規範の中で,一 番注 目を浴びた制度は団体交渉制

度の設置に関す るものであった。それは,公 共企業体の正常な運営を最大限に

確保 し,も って公共の福祉を増進 し,擁 護す るために,公 共企業体等の管理及

び運営に関す る事項は,団 体交渉の対象 とすることができないと規定 していた。

さらに,公 労法では公共企業体等 とその職員との間に発生 した紛争について,

関係当事者からの斡旋 ・調停 ・仲裁等の申請を受 け入れるため,.公 共企業体等

労働委員会(以 下,公 労委)が 設置された。実際に,団 体交渉制度 と公労委の

設置は国鉄の労使関係の各時期に重要な役割を果たすこととなった。例 えば,

国鉄職.員の賃 ヒげにおいて,ま ず毎年組合は新賃金交渉或いは諸手当要求を国

鉄当局に提出 してから,公 労委での調停 ・仲裁の申請案を通 じて結果を得る。

この仲裁案に基づいて,国 鉄の労使が再び団体交渉をして賃上げとその他労働

条件に関する協約を締結することである。従って,国 鉄における団体交渉は,

外的 ・内的要因によって影響を与えられていた。具体的なことについては,次

で分析 したい。

1)統 計資料か ら

公労委の年報に公表されている国鉄に関する斡旋,調 停,仲 裁事件を整理す

る(第1図 参照)と,団 体交渉は時期によって国鉄の労使関係に異なった役割
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注D:こ の資料 は,公 共企業体等労働委 員会が 中央 レベ ルで扱 った紛争 の調整事

件。地方調停 委員 会で申請され た紛争事件 を含めていない 。

2>:1949.年 か ら1967年 までの:集計 は,1968年 版の公共企業体等 労働委.員会年報

に掲 載の1卜央 レベルの紛 争調 整事件 を研 究者の整理 として,そ の ままで 合

計L.た ものであ る。 また,1968年 か ら1986年 までの集 計は,.年 報の登録数

字を合計 したもので ある。

出所:公 共企 業体等労働委員会 事務局編 『公共企業 体等労働 委 員会年報」 口968年

版.一1986年 版)よ り筆者が作成。

を 果 た し.た こ と が 分 か る 。

ま ず,40年 間 近 くに わ た っ た 国 鉄 の 労 使 関 係 に お い て,い くつ か の 重 要 な 出

来 事 が,団 体 交 渉 に 影 響 を 与 え て い た 。 例 え ば,公 労 委 発 足 以 来1957年 ま で の

政 府 側 の 調 整 案 不 履 行 問 題2】 と か,1964年 の 池 田 ・太 田 会 談 とか,1966年 公 労

委 金 子 委 員 長 談 話 とか,1969-1971年 ま で の 生 産 性 向 上 運 動(以 下,マ ル 生)

とか,1982年 の 臨 時 行 政 調 査 会 答 申 等 が 挙 げ ら れ る 。

次 に,.ヒ 記 の 外 的 ・内 的 要 因 の 結 果 と して,団 体 交 渉 に 関 す る 国 鉄 当 局 の 政

策 は,ASovereignEmployerの 役 割 を 演 じ る よ う に な っ た 。 詳 し く 分 析 す る

と,国 鉄 に お け る 団 体 交 渉 は,国 鉄 当 局 のASovereignEmployerの 程 度 の 差

で5つ の 時 期 に 分 け る こ とが で き る 。 国 鉄 当 局 がASovereignEmployerの 役

割 を 強 化 して い る 場 合 に は,団 体 交 渉 が う ま く機 能 し な く な りが ち で あ る 。 そ

12)神 代 編[1973145-50ペ 一端
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れ に反 して,ASovereignEmployerの 意 識 が 弱 ま る と,団 体 交 渉 が 盛 ん に行

わ れ た 。 簡 単 に言 えば,前 者 は ほ ぼ1968年 ま で の 時 期 に当 て は ま り,後 者 の 方

は,1972年 か ら1980年 まで の 時期 とな るだ ろ う。

総 じて,5つ の 時 期 区 分 が で き る。①1949年 ～1957年,②1958年 一1964年,

③1965年 一1971年,④1972$ユ980年,⑤1981年 ～1985年 等(第1図 参 照)。

時 期 を分 け る基 準 は,次 の とお りで あ る。① と② の 時期 区 分 は 「当事 者 の 裁 定

へ の服 従 義 務 と政 府 の 裁 定実 施 」 を狙 う公 労 法 改 正 で あ り,② と③ の 時期 区分

は池 田 ・太 田会 談 の開 催 と国 労 の 「職 場 に労働 運動 を定 着 させ る」 とい う方 針

の確 立 で あ る。③ と④ の場 合 に は,マ ル生 の終 了時 期 とす る。最 後 に④ と⑤ の

時期 区分 は 第 「臨 調 が 発 足 した 時 点 で あ る。 具体 的 な 歩 み は以 下 の よ う に分析

で きる。

2>団 体交渉制度の.発展一5つ の時期

第1期SE型 の強い時期(19491F-1964年)

国鉄は1949年 から公共企業体事業への.切替に伴って,独 立採算制度 に移行 し

たため,財 源供給源(赤 字補助金,工 事勘定)を 法律 と国会により制約されて

いた。国鉄公共企業体化と同時に,国 鉄における第 一次人員整理が行われた り,

職員の待遇切 り下げが行われた りしたことで組合側 は,国 鉄中央調停委員会に

調停や仲裁を申請 した。 しか し.国 鉄第一..・次 ・第.二次仲裁裁定が下されても,

国鉄側は支払い能力不足と事態の困難さを理由にして,裁 定を履行 しなかった。

ユ952年と1956年 の公労法改正(交 渉単位制度の廃止13',当事者の裁定への服

従義務,政 府の裁定実施のための努力規定)に より,労 働組合は公式には国鉄

との団体交渉の促進を狙った。 しか し,現 実には,国 鉄当局 と組合側には団体

交渉に対する消極性はかなり存在 していた。公労委は国鉄労使間の主張に著 し

い隔たりがあるままで,十 分な団交を尽 くさずに仲裁に持ち込まれるとい う慣

13〕1956年 に公労法が改定 され,交 渉 学位制が消滅 して労組 ごとに団体交渉が行われ ることにより,

団体交渉 の場が 中央,地 域,地 方,地 区 と進んで きたのであ るが,国 労,動 労 ともに職場交渉の

実現 の闘争 を展開 した 〔津田[1980:,]171-172ペ ー ジ)。
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行 を解 決 して ほ しい と言 う内容 を裁 定 書 で 示 した⊥㌔

また,神 代[ユ973]は 公 労 委 発 足 以 来1957年 まで の調 整 案 は,多 かれ 少 なか

れ 日本政 府 に よ る不 履 行 問 題 を 引 き起 こ した と指 摘 して い る。 この 時期,国 鉄

で は 自主 的 な 団体 交 渉 は民 間部 門 と同 じよ うに ま だ未 成 熟 で あ った と考 え られ

る1`;ロ

第2期SE型 使 用 者 の下 で の組 合 運 動(1958年 一1964年)

1956年 の公 労 法 改 正 に よ り,政 府 の 「裁 定尊 重 」 の態 度 が 明確 にさ れ て か ら,

仲 裁 裁 定 は完 全 に履 行 さ れ る よ う に な る1㌔ しか し,本 来,調 停 案 と仲 裁 案 は

あ ま り強 制 的 な性 格 を も って い な い 。

この 時期,国 鉄 は 第1次 ・第2次 近代 化5ヵ 年 計 画 を 開 始 し、 要 員 の 大 幅 な

合 理 化 を もた ら した 。 「違 法 」 な争 議 行 為 を 行 い なが ら,組 合 員 の 雇 用 保 障 を

団 体 交 渉 の対 象事 項 に し ょ う とす る組 合 は,自 己 の 主張 を公 労 委 へ持 ち込 む こ

と とな った 。 多 くの場 合,こ れ らの 紛 争 に対 す る調 整 案 に関 して は,労 使 双 方

の 受 諾,あ るい は,一 方 だ けの 受 諾 を受 けて か ら,交 渉 が 再 開 され,労 使 意 見

が.致 す る まで.協議 ・交 渉 が続 け られ た。

現 実 には,現 業 機 関 と組 合 の分 会 に 「交 渉 」 の慣 行 が既 に存 在 して い た 。 例

え ば,光 岡[1981]は 国 労M電 車 区 分 会 で は,従 来,集 岡 交 渉 とい う イ ン

フ ォー マ ル な 形 態 で の 交 渉 が 行 わ れ て き た と指 摘 して い る。 ま た,稲 ヒ

[1981]の 聞 取 り調 査 で は,動 労 の 田端,新 鶴 見,静 岡3支 部 が 従 来 「集 団 交

渉」 に よ って対 現 場 長 交 渉 を行 っ てい た 。 遠 藤[1981]の7つ の 現 場 調 査 も,

集 団交 渉 を含 む 職 場 交 渉(し ば しば 区 長 交 渉 と呼 ば れ た)が もた れ てい た こ と

を 明 らか に して い る。

14}神 代編,同 ヒ書,80-81ペ ー ジ.

15)戦 後日本の賃金 は団体交渉 によって決定 され る慣行が形成 されたが,当 初の玉0年間 は交渉慣行

の未成熟 のゆえ に,主 要な賃金争議は、殆 ど中労委 ・公労委の斡旋,調 停,仲 裁に持 ち込 まれて

解 決された(神 代編,同 ヒ書,21ペ ー ジ)。

16)神 代編,同 上書,228ペ ージ.
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第3期SE型 に お け る転 換 期(1965年 一1971年)

数 年 前 か ら組 合 運 動 の 基調 を現 場 に求 め,こ の た め現 場 交 渉(駅,車 掌 区等

の.各区)を 主 張 す る国 労 は 「職場 に労働 運 動 を 定着 さ せ る」 とい う運 動 を展 開

し始 め た 。 これ と,「 現 場 には 既 に話 し.合い の 慣 行 が あ り,又 苦情 処 理 制 度 が

あ るの で,現 場 にお け る交 渉 は これ を 認 め な い 」 とす る当局 との紛 争 は,公 労

法 の調 整 制 度 の 運 用 を通 して,解 決 され た 。公 労委 の 仲 裁 に 基 づ い て,こ の 時

期 は,国 鉄 の 団 体 交 渉 シ ステ ムの構 築 につ い て 非常 に重 要 な転 換 期 に な った 。

次 の① と② で,こ の シ.ステ ムが完 成 す る プ ロセ スを 説 明 し よ う。

① 「36協 定 」 を め ぐ る労 使 交 渉

これ まで の段 階 で は,国 鉄 現場 の 交 渉権 は 制 度化 され て い なか った だ けで な

く,36協 定 の締 結 権 さ え現 場 ・当 局事 業場 に は な く,そ の締 結 は 鉄 道 管 理 局 単

位 で 行 わ れ て い た1η。 国 労 は,従 来 か らの 各 国 労 地 本 と局(支 社)問 で の 「時

間 外 及 び休 日の 労働 に 関 す る協 定(36協 定)」(=基 本協 定 と呼 ば れ る)の 締 結

方 式 を排 除 して,各 事業 場 ご との 特殊 性 と36協 定 の.本旨 に即 す る よ う に,よ り

合 理 的 な制.度を確 立 す る こ とを 求 め た 。

上 記 の紛 争 は1966年7月 公 労 委 の 仲 裁 過 程 で,「 金 子 委 員 長 談 話 」 第2項 旧1

が 示 され た 。 そ の後,当 局 と国労 は,仲 裁 委 員 長 の 斡 旋 案 を受 諾 して,本 社 と

本 部 の 間 に 「労 働 基 準 法 第36条 の 締 結 権 者 に関 す る斡 旋 案 の 処 理 につ い て の確

認 」 を 妥 結 した 。 そ れ を も と に して,国 鉄 全 国 全 職 場 で36協 定 の 締 結 を 行 っ

た19〕。 しか しなが ら,地 方 当局 は,従 来 の 基 本 協 定(地 本 と地 方 局 間 の協 定)

で 支 障 が な い こ と を理 由 に改 訂 の 意 思 は な い と表 明 した た め,「36協 定 の締 結

単位 」 に 関す る紛 争 が 長 期 にわ た る こ とに な つ だ%

17)従 来において,そ うした締結単位のあ り方が問題にされてこなかったというのではなく,例 え

ば,新 国労が誕生 し,そ れが層11局との間に36協定を締結するという実態が発生するに及んで

臼957年),労使間ばか りでなく組合間にも混乱が生ずることとなった(国 鉄における慣行 ・協定

問題研究会編,前 掲書.217ぺ ・一ジ}。
18)1.公 共企業体等労働委員会年.報」昭和45年版,212ペ ージ。

19)当 時の締結数は1年 間で3614ヵ所と報告され,ま た当時の国労分会数249〔}会数を大きく.ヒ回っ

ていた〔石川 ・片岡 ・本多編[1991]10ユ ページ)。

20)『 公共企業体等労働委員会.年報ユ昭和萄年版,234ベ ージ、.



104〔462)第168巻 第5・6号

② 現 場協 議 運 動 の発 足

36協 定 の 紛 争 と 同時 に,国 労 は現 場 の 団 体 交 渉 制 度 の 確 立 を 目指 してい た 。

1966年11月,国 労 は 当局 に 「団体 交 渉 に 関す る協 約 」 を改 定 す る よ う,「 職 場

に団 体 交 渉 権 を確 立 す る要 求 」 を 申 し入 れ た 。 当 局 が 受 諾 し なか った ので,国

労 は公 労 委 へ 仲 裁 申請 を行 っ た。 仲 裁 委 員 会 は,1967年12月,国 労 の 「現 場 の

団 体 交 渉 制 度 の必 要 性 」Z1}の主 張 に対 し,「 勧 告 」 を提 示 した 。 そ の 骨 子 は,

「組 合 の 分 会 に対 応 す る労使 間 に.協議 機 関 を 設 け る こ と.」,そ の 「構 成 ・運 営

の手 続 き そ の他 につ い て は,労 使 間で 協 議 して 決 め る こ と」 とい う も ので あ っ

た 。1968年4月,「 現 場 協 議 に 関す る協 約 」 が 締 結 さ れ,7.月1円 実 施 が 合 意

され る こ とに な った 。

「現 場.協議 に関 す る協 約」(以 下,現 協)は,国 労 の27の 地 本 とそ れ に 対 応

す る鉄 道 管 理 局 の 間 で 「現 場 協 議 の運 用 に 関す る 協約 」 と して,さ ら に全 国 の

現 場 に お い て,「00現 場 の 運 用協 定 」 と して 具 体 化 され だ2>。 現 協 の尊 人 は,

職 場 の実 態 に即 して い な が ら,職 場 の労 使 関 係 を フ ォー マ ル な協 議 ・交 渉 機 構

と して組 み 込 ん で い く もの と な っ た ので あ る。 しか も,職 場 にお け る労 働 組 合

機 能 も強 ま りつ つ あ っ た こ とで あ る。 と こ ろが,国 鉄 再 建 十 ヵ年 計 画 の1つ 内

容 と して の 生産 性 向上 運 動(以 下,マ ル生)が1969年 に始 ま って,1971年11月

まで 続 い た。 こ の た め,多 くの労 使 紛 争 が 生 じ,制 度 化 され た 現 場 協 議 も 困難

な状 態 に お ち い っ た 。

第4期SF型 に譲 歩 的 交 渉 型 の 定着 期(1972年 一1980年)

1972年,マ ル生 が 終 わ っ てか ら,公 労 委 に寄 せ られ る紛 争 調 整 事 件 は少 しず

つ 減 っ て い る(第1.図 参 照)。 そ の理 由 の.一.一つ は 紛 争 が 表 面 化 に しな か った こ

とで あ る。 生 産 性 向 上 運 動 後,組 合 の 職 場 規 制 力 の 増 加 と管 理 者 の 自信 喪 失 に

2/)国 鉄本部は,当 局に対.し.職 場に目代交渉を確 ド'=せよ..1とい う要求 を改めて提出す るため、現

実 に 「職場でな ければ解決で きない事項 」 を全国のあ らゆる機関か ら集計調査 ・確 認を したLで

122項 目の要求」を 主張 した 〔国鉄労働組合編[1986]参 照)。

22)き 田[19931189一 ジ。
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よ って,昇 給,昇 職 組 合 活 動 の 自由 に 関 して は,現 場 協 議 を通 じて い くつ か

の確 認 を え られ たZ')。紛 争 が 表 面 化 す る前 に,管 理 者 が 譲 歩 す る方 針 を とっ た。

減少 の も う..・つ 理 由 は,ユ970年 代 の後 半 頃 か ら,「 合理 化推 進 の た め の協 議 の

場 」と して,回 数 的 に も(と りわ け 臨時 現協),時 間的 に も徐 々 に 当局 側 の活 用 頻

度 が増 して きた こ とで あ る鋤。 そ う した現協 機 能 を通 して職 場 秩序,職 場 の 自治

が現 場 に形 成 され て きた こ とに よ り,労 使 紛 争 の解 決 が促 進 さ れた ので あ ろ う靴

.又,公 共 企 業 体 等 労 働 委 員 会[1977]も,「 事 前 協 議 制 度 が,現 実 に,近 代

化,合 理 化 等 の 実 施 に当 た っ て と もす れ ば 起 こ りが ち な労使 の 鋭 い 対 立 や これ

に伴 う紛 争 の防 止 或 い は解 決 に果 た してい る役 割 は,決 して 過 小 評 価 され るべ

きで は ない で あ ろ う」 と評 価 して い る26;。

.ヒ記 に お いて は,現 場 協 議 制 度 は,ま す ます 交 渉 と して の機 能 を発 揮 してい

る とされ た。 しか し,現 実 に現 場 協 議 制 の性 格 につ い て,労 使 間 に は一 度 も団

体 交 渉 と して の 合 意 は 存 在 して い なか っだ7}。 ま た,現 場協 議 の 運 用 に も 「形

骸 化 」 の 問題 が 生 じだ 己,。さ ら に,国 鉄 の経 営 危 機 問題 が 政 治 的 ・経 済 的 ・社

会 的 問題 とな る 中で,職 場 管 理 改 善 が 注 目 さ れ て きた 。1980年 代 に 入 り,当 局

23)稲 上[1981],光 岡[1981],遠 藤[19811等 の研究 調査が このこ とをはっき りと指摘 してい る。

24)国 鉄 における慣行 ・協定問題研究 会編.前 掲嵜,33ぺ ・.一ジ。

25)遠 藤[1981]の 現場調査 を例 にす る。 調査対 象と した七つ の分会 ・支部 の殆 どは現場協議制 を

運用 していると指摘 した、 また,実 際の現場協議制 の運用について.4点 の指摘 を している。 ま

ず,第1に,現 場協議 の議題 には,事 実 ヒ制限がな く,職 場 の労働 条件すべ てが取 り上げられ る。

第2は,毎 月の定例現場協議以外 に臨時 の開催 を組合 が要求 して も,職 場 当局 によ って拒 否され

るこ とはない 。第3は,現 場 協議 は公開 で行わ れ,協 議委員だけでな く,傍 聴 の一般組 合員 も自

由に発 言で きる。第4に,現 場協議 の合意 は,議 事録 の作成,メ モ交換.協 定な どに文書 化され

て確認されているり

26)「 公共企業体 等労働委 員会年報」197ア 年版,183ペ ージと.神 代編著,前 掲書,223ペ ージ参照。

27)ま ず,第1に,使 用者 と組 合の聞には団体交渉を して労働 協約 を締結す る以外に も,現 場で団

体交渉に類似 する交渉がた くさん行 われ ていた ことであ る。例えば,現 場長交渉や集団交渉等 で

あ る。第2に,1968年 か ら1982年 までの現場協議 制度 についてであ る。国鉄当局 と組合の双方 に,

現場協議を現場での団体交 渉 と見なさない見解 として異義が存在 してい る。第3に は.労 働協 約

として認め られ るか どうかについて議論 がある点であ る。1968年 以降,国 鉄 と組合問の 「現場協

議 に関す る協約」に よれば,現 場 での意 見....致事項の確認方法に は,様.々 な形態があ る。例 えば、

内容 に応 じて.L.1頭 によ る確認や議事録 の作成や覚書の交換や,或 いは協定の締結等であ る。

28)1973年3月,国 労大阪地本の アンケ・一卜調査で,現 協の実施後5年 にして.現 協の形骸化や無

関心 の増大 な どの危険が指摘 されて いた。 また.津 田[19806]の 静 岡県鉄道管 理局の豊橋駅 ノ
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は 「交渉」「協議」 をすべて中央 体 社 と組合本部)で 行おう とす る動 きを強

めていくことになった。国鉄の団体交渉は構造的な危機を生み出したのである。

第5期SE型 に お け る 交 渉 構 造 の 終 焉(1981年 一1987fの

こ の 期 に 入 る 前,現 場 の 国 鉄 労 使 関 係 は,管 理 者 と組 合 分 会 ・支 部 の 努 力 に

よ り,自 主 的 に 現 場 の 紛 争 を 協 議 し,解 決 す る よ う な 構 造 を 完 成 し て い た 。 し

か し,80年 代 の 初 期,政 府 は 行 財 政 改 革 に 着 手 し た 。 国 鉄 の 労 使 関 係 問 題 も改

革 の 一 つ と して 含 ま れ た 。 と く に,1982年 の 臨 時 行 政 調 査 会(以 下,臨 調)答

申 を 根 拠 と す る 行 政 改 革 に よ っ て,団 体 交 渉 を 通 し た 労 働 条 件 の 改 善 は,国 鉄

労 組 側 に と っ て 困 難 と な っ た 。 同 年 に,臨 調 や 運 輸 省 や 国 鉄 当 局 等 か ら の 一 連

の 措 置 蹴 で,現 場 協 議 制 度 が 変 更 さ れ た 細 。

1982年12月 以 降,職 場 で は,正 式 な 交 渉 権 が な く な っ た 、、 し か し,職 場 で の

「交 渉 」 は 非 公 式 の 形 で 部 分 的 に 生 き 残 っ て い た よ う で あ る 。 兵 藤[1984]は,

国 労 の 分 会 に は 「職 場 交 渉 は な お 実 質 上,非 公 式 の 形 で 生 き 残 っ て い る 」 こ と,

ま た 「そ れ ら 非 公 式 交 渉 は 公 開 性 と 文.書 確 認 の 保 障 は 欠 く け れ ど も,と く に 仕

事 そ の もの に 関 し て 根 強 い 規 制 力 」 を 持 っ て い る こ と を 報 告 して い だ り。

＼ の実態調査報告 によれば,当 該駅の現 場協 議協 定の有効 期間に関 して631368年 協定以来,協 定 を

変更 しない まま現場協議が行 われていた.当 該現 場協議 の議題のほ とん どを占め る設備に対す る

組合の要求 を当局が承認す ること,労 働組 合は 「自分の方の組.含が団交でかち とった=こ とを盈

味す るのであ る 偉 田[19806]180ぺ ・.一ジ)。

29〕 例 えば1982年3月5口 の当局通達7職 場規律 の総 点検及 び是正 につ いて」,4月 には国鉄の全

国4800ヵ 所 「職場規律の総点検結果1の 運輸大臣への報告,5月]7口 臨調第四部会での国鉄 「分

割 ・民営化」案 の決定,7月30日 の第二臨調基本答申 個 鉄の外割 ・民営化 に論及]の 提出,12

月1ロ 国労 との現場協議に関す る協約が失効。

30)1992年 夏,国 鉄当局 は,こ れ まで の現協 のテ ーマは地方 レベルの団体交 渉で扱 い,現 場 で は

「労働協約,就 業規則,規 程,達,通 達 などに決め られていない当該現場固有の 日常の労働条件

に関 して生 じた団体的紛争 につ いて」 「審議処理」す る とい う内容の改訂案 を打 ち出す、明 らか

に,国 鉄当局 は現場協議 と団体交渉 をは っき り区別 しようとしていた。そ.れと共 に,同 年7月,

当局 は 「現場協議 に関す る協約[1968,0a一]」 の改定案 「..現場協 議委 員会に関す る協約」を提

示 した。改定 の内容 は現場 における協議 の対象や運営 について,従 前 の現場協議制度 と違 う内容

となった、.しか し,国 労は その改訂案に反対 し,1982年12月,国 鉄当局 との間で現場協議 に関 し

て無協 約状 態 に入ったり動 労,鉄 労,金 地労 は改定案 を受 け入 れた(苛 田,前 掲.占,19U-1田

ベージ)。

31.}兵 藤編[1984]200ぺ ・一ジ。
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な お,目 奉 「司有 鉄 道 監 査 報 告 書 に よれ ば,1985年3月 の第7次 総 点 検 まで で,

各種 作 業 規 制,月 間作 業 計 画 の 組 合 側 関 与,現 場 長 交 渉等 多 くの項 目で はす で

に是 正 が 定 着 して い る もの の,突 発 休 等 は 一 部 に お い て依 然 と して 残 っ て い

た92).結 局,1985年9月 の 第8次 の総 点 検 で,新 経 営 形 態 移 行 を 口前 に控 え,

未 是 正 項 目 な どの 問題 点 につ い て は,残 さ れ た 問題 が な い よ うに完 全 に解 決 す

る とさ れ た。 これ に よ り現 場 レベ ルの 労使 交 渉 は名 実 と も に終 焉 した 。

3)国 鉄 に お け る 団体 交 渉 モ デ ル の形 成

1956年 に政 府 の 「裁定 尊 重 」 の態 度 が 明 確 に され てか ら,国 鉄 関係 労 働 組 合

側 は 当局 との 自主 的 な交 渉 を行 うた め に,で きるだ け公 労 委 に有 利 な調 停 ・仲

裁 案 を提 示 させ る戦 術 を強 化 して い った。 そ の た め,第 ユ図 に明 らか な よ うに,

1957年 以 降,公 労 委 に お け る 国鉄 に 関 す る 調整 関係 事 件 数 は年 々増 加 して い っ

た 。

この 公労 委 に お け る調 整 に よ って,1970年 代 以 降(第3期 ・第4期)国 鉄 に

32)日 本国.有鉄道監査委員会[198415ペ ージ.
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お け る 団体 交 渉構 造 を確 立 して い くこ とに な った 。 以 降,国 鉄 に お い て は 現 業

機 関 レベ ル か ら地 方 鉄道 管 理 局 ・本 社 レベ ルま で,組 合 側 は 「交 渉 」 あ るい は

「協 議 」等 の 手段 を 通 じて 現 場 労 使 紛 争 の 解 決 を進 め た 。 そ して,.中 心 で あ る

当 事 者 と して の 国 鉄 労使 以 外 に,口 本 政 府 や 第 三 者 機 関 と して の 公 労 委 等 の 連

携 が,国 鉄 の 団 体 交 渉 モ デ ルの 円 滑 な 進 行 を支 えた(第2図 参 照)。

と こ ろで,国 鉄 団 体 交 渉 にお け る5つ の 時 期 のそ れ ぞ れ に,政 府 あ るい は国

鉄 経 営 者 は 強 弱 の 異 な っ た 程 度 でSE型 の 統 治 者(ASovereignEmployer)

と して の役 割 を果 た した 、,要す る に,国 鉄 公 共 企 業 化 後 の十 数 年 間(第1期 か

ら第3期 まで)に は,仲 裁 裁 定 不 瞳 行 の姿 勢 を と り,典 型 的 なSE型 統 治 者 で

あ った 。 そ の後.国 鉄 に お け る 自主 的 な団 体 交 渉 の形 成 に伴 い,第4期 に は幾

分 か で もME型 の 使 用 者(AModelE皿ployerofLabor)と して の 態 度 をや

む を得 ず に取 らな けれ ば な らぬ 状 態 に あ った。 しか し,国 鉄 の経 営 危 機 に よ り,

又,職 場 規 律 の 是 正 の た め,国 鉄 管 理 者 は,SE型 の統 治 者 の 役 割 に再 び 回帰

し,国 鉄 改 革 を行 うこ とに な った 。 国鉄 改 革 と団体 交 渉 モ デ ル との 関連 につ い

て は,次 第 で 分 析 しよ う。

III国 鉄における労使関係の改革 と団体交渉モデルと関連分析

なぜ,交 渉制度が労使関係上の問題 となったのか,あ るいは,な ぜ国鉄改革

をしなければならなかったのかを説明している研究は山ほどある。例 えば,加

藤[1985]が 指摘 した問題点は,国 鉄の公社制度における外部干渉や経営責任

の不明確さ,労 使関係の不正常などである。また,国 鉄 における労使関係の不

正常に関しては,少 なくとも① 労使の安易な妥協,② 正常な団体交渉の阻害,

③ 経営実態を反映しない賃金制度の決め方ド④ ス ト・処分の繰 り返 し等にそ

の要因があると加藤ぽ主張 した。

しかし,加 藤のいう不正常な労使関係の要因は,公 労法が用意 していた公共

企業体労働関係の仕組みそのものにも含まれていることについては言明 してい

ない。本節は,こ の仕組みその ものが団体交渉の運用を通 じて,国 鉄における
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組 合 と管 理 者 の問 の対 立 的 な関 係 を基 礎 づ け てい る と.考え る。 も し,そ うで な

い な ら,職.場 交 渉 の廃 止 が 国鉄 改 革 の不 可 欠 の政 策 と は な ら な い はず で あ る。

以 下,'こ れ につ い て説 明 しよ う。

1国 鉄労使関係 と高 コス トの交渉 システ ム

国鉄 の分 割 民 営 化 まで の 団体 交 渉 の実 態 を分 析 す る と,一 つ の点 を指 摘 で き

る。 それ は 「団 体 交 渉 の コ ス トが 高 す ぎ る」 こ とで あ る。 団交 の高 い コ ス トの

証 明 は,次 の よ う に,説 明 して お き た い。

第 ・に,交 渉 を 申 し入 れ,労 使 双 方 の意 見 が 合 意 に達 す る まで,時 間が か な

りか か っ た。 例 えば,毎 年 の新 賃 金 交 渉 の解 決:は平 均 と して,3ヶ 月 間 の取 り

組 みが 必 要 で あ った 。 これ は,組 合 側 が 要 求 書 を提 出 してか ら,国 鉄 当局 の 回

答,労 使 双方 の意 見 の.食い 違 い,公 労 委 の調 停,仲 裁 な ど大 体8つ の プ ロ セ ス

を経 て,原 資 配 分 の労 使 協 議 の 決 定 に まで 至 る過 程 で あ る。

第2に,団 交 を名 目 と して濫 用 す る傾 向が あ る 。1968年 版 の 『公 企 業 体 等 労

働 委 員会 年 報 』 に掲 載 の東 京 鉄 道 管 理 局 の調 整 事 件 を整 理 す る と,当 該 鉄 道 管

理局 は半 ㌍31に わ た っ て,国 鉄 関係 組.合 との 交渉 を行 って い る 。他 方,組 合 側

に は,苦 情 制 度 を棚 上 げ して,団 交 を手 段 と して,紛 争 を解 決 しよ う とい う傾

向 が あ っ た よ うに思 わ れ る 。要 す る に,組 合 員個 人 の差 別 事 件 を,管 理 者 に 団

交 を 要 求 し,「 新 慣 行 を確 立 」 す るた め の 調 停 や 仲 裁 を求 め る機 会 と して 利 用

した 。 た とえ ば,中 央 鉄 道 学 園 の 入 園 通 知 を も ら った 後,組 合活 動 に 参加 した

との理 由 で,入 園許 可 を取 り消 さ れ た組 合員 の 問題 で,組 合 側 は 団交 要 求 を 申

し.入れ た事 件 で あ る;㌦

33)1A共 企業体等 労働委員 会年.報」1968年 版 に掲 載 された 東京鉄 道管理 局を 当事者 と して取 り

扱 った斡旋,調 停.仲 裁事件調整 時澗 を概算 した結果で ある。

34)「 動労 仙台地 本中央学園入 園拒 否斡旋事件.1と 「動労静岡地本 苦情処理協約適用斡旋事件」 を

事例 としてあげる 〔『公共企業体等労働委 員会年報」1969年 版246ペ ージ,263ペ ー ジ)。

「動 労仙台地ノドrl央学園入園拒否 斡旋事件」 に関 して,仙 台地方調整委 員は,労 使 に対 する要

望(口 頭 要旨)で は 「こ ういう問題 が第モ者機 関になぜ 出て きたか とい うことを含 めて検討 した

が,こ の問題 の中心 はいわ ばH個 人に関す る問題であ り,こ のような問題が労使 間で 自主 的にノ
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第3に は,団 体 交 渉 の 硬 直 化 の 問題 が あ る 。 国 鉄 で は 中 央 レベ ル(当 局 ・:本

部)の 協 定 ・了 解事 項 が 存 在 して か ら,地 方 レベ ル(鉄 道 管 理 局 ・支 部),ま

た,現 業 機 関(駅 ・分 会)で は 上 部 の 了 解 事 項 に基 づ い て交 渉 を 行 う。 した

が って,中 央 レベ ルの 組 合 本 部 と本社 の 間 で,協 定 ・了 解 事 項 が 確 認 さ れ て い

な か った 場 合,現 場 長 が 組 合 分 会 に対 して,現 場 作 業 に つ い て の 交 渉 の 申 し込

み を 拒 否 す る こ とに もな る。 しか し,職 場 レベ ル で の 組.合の 規 制 力 が 強 い た め,

交 渉 が棚 上 げ 状 態 に 陥 り,現 場 長(あ るい は 管 理 者)が,作 業 執 行 の た め,就

業 規 則 に 従 っ た指 揮 命 令 を 下 した 結 果,労 使 対 立 事 件 とな る。 この よ う な 斡

旋 ・調 停 事 件 は公 労 委 の報 告 書 で よ く見 か け る:`%団 交 は組 合 規 制 力 を培 養 す

る場 と して,SE型 の使 用 者 と非 協 調 的 な労 使 関係 を作 り出 した 。

2経 営権 を持 ってい ない管理者の役割

そ もそ も,「 経 営 権 」 あ るい は 「経 営 管理 事 項 」 とい う言 葉 に は明 確 な 定 義

が な い 。 また,法 律.ヒ も存 在 しな い 。 あ え て,使 用 者 に 固 有 の 権 利 と して の経

営 権 を 説 明 しよ う とす れ ば,萩 澤[1991]の.「 会 社 が 営 業.諸施 設 を 所 有 し,占

有 し,こ れ を使 用 して 営 業 を営 む 権 利,い い か え るな ら所 有 権 ・占 有 権 の 社.会

機 能 とい うこ とで あ り,そ の 本 質 にお い て は,経 営 権 は 所 有 権 ・占 有 権 そ の も

の もの で あ る」 とい う説 が あ る。 この よ うな 使 用 者 や 経 営 権 とい う概 念 を 照 ら

してみ る と,国 鉄 の 使 用 者 は 誰 な の か とい う問 題 が 出 て くる。

まず 国 鉄 の諸 施 設 の所 有 者 は,国 鉄 総 裁 で は な く,国 鉄 の 諸 施 設 は 国 民 全 体

の もの だ と政 府 が 主 張 して い る。 した が って 国 鉄 総 裁 も国 鉄 の使 用.者で は な い

＼どうして解決で きなか ったか残念である。…… これをみている と,国 鉄 と動 労の間の労使 関係 は

通常期待され るような労使関係ではないのではないか.こ の問題を契機 とし.て,労 使共十分考 え

て もら1.・たい。 この問題はH個 人の問題 が絡ん.でお り,単 純 な問題 ではないので,労 使 間で処 理

で きなか った ことがわか るが,し か し,組 合が この.事件を当局 との団交な り,話 合いな り或いは

折衝を しない まま地調委に持 って きた ことはまず'い.あ くまで も話 合いを し自主的解決を図るべ

く努力する ことが基本線である。 この ことを組 合は理 解 し反省すべ きである。…….1と 述べ られ

てい る..公 労委制度の濫用 としか考え られない。

35〕 例を としては,国 労大阪地本労基 法弟36条 無 協定時 始業終業 時刻 繰 りLげ 繰 り下げ斡旋事件 が

あ る 〔「公共企業体等労働委員会年報』1969年 版,297ペ ー ジ〉。
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とい え る、,次に,国 鉄 の 経 営事 業 権 の こ とを 考 え よ う。 国 鉄 の 事 業 計 画,予 算

は毎 年,国 会 議 決 で 決 め られ,建 設 す べ き路 線 は 早 くに鉄 道 敷 設 法 で 決 め られ

て い た(第2図 参 考 〉。 運 賃 の 値 上 げ も国 会 議 決 な い と,値.ヒ げ で きな い 。 そ

れ 故,国 鉄 の使 用 者 は,国 会 で は ない か と思 わ れ る。 要 す る に,国 鉄 の 「経 営

者 」 は,日 本 国民 と国会 か ら委 任 され て,国 鉄 の施 設 の維 持 と交 通 政 策 を実 行

す るた め,「 管 理 者 」 の 役 割 を演 じてい る に 過 ぎ ない 。 こ の よ うな 「管 理 者 」

は,国 鉄 の労 使 関係 の 中で,具 体 的 に どの よ うな権 限 を持 って い るの だ ろ うか,

また,「 管 理.者」 と は誰 なの だ ろ うカ㌔

1)助 役 と現 場 長

国 鉄 の 各 レベ ルの管 理者 専 決 事項 は 国 鉄 組 織規 程 に定 め が あ り,制 約 され て

い た。 しか し,国 鉄 の 各 規 定,達 に は,「 使 用 者」 「経 営 者 」 な ど言 葉 は ほ とん

ど使 わ れ て い な い。 「使 用 者 」 の よ うな 言 葉 を使 う場 合 は,公 労 委 の 「国 鉄 に

お け る使 用 者 の利 益 を代 表 ず る もの範 囲」 を認 定 す る と きだ けで あ る 。 しか し,

公 労.委の 「国鉄 に お け る使 用 者 の利 益 を代 表 す る もの範 囲」 の認 定 は 国鉄 の管

理 職層 と組 合.員の資 格 を 区別 す る た め用 意 して い る規 定 で あ った 。 そ の 基準 に

よ る と,管 理職 と組 合 員 の境 は,現 場 機 関 の場 合で は助 役 の 職制 に あ る。 助役

以 下 の国 鉄 職 員 は組 合 員 の資 格 を も って い る。

助 役 は,第 一 線 の 管 理 者 で あ るが,現 場 作 業 にお い て は,あ く まで も現 場 長

の補 助 役 で あ る。 で は現 場 長 に専 決 権 限 は どの くらい 与 え られ て い るか 。 現 業

管 理職 の 管理 権 限 は地 方 鉄 道 管 理 局 が 決 め る組 織 規 程 に 由来 しで い る。 現 場 機

関 の 長 に お い て 専決 施 行 で きる事 項 は,大 半 は勤 務 割,昇 給 査 定 等 な ど の作 業

管 理 ・監 督 に 関 す る もの で あ る=㌦

現 業 機 関 の 労 働 関 係 で は,現 場 艮 が 上部 機 関 で締 結 した労 働 協 約 や 就 業 規 則

や そ の 他 の 規 程 等 に定 め る基 準 に 基 づ き,職 員 を指 揮 命 令 す る 。 職 員 は これ に

従 い,不 満,苦 情 が あ れ ば,苦 情 処 理 機 関 にそ の解 決 を 求 め る。 あ る い は そ の

原 因 とな ってい る基 準 につ い てL部 機 関 の 交 渉 に移 行 す る。 苦 情 処 理 機 関 で 解

36)津 田[1980a]239ペ ージ、、
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決 しない 場 合 に は,公 労 法 の予 定 す る調 整 の手 続 き に移 る覇。 つ ま り,現 場 長

の 権 限 は 様 々 な 規 則 に よ って 鉄 道 の 運 輸 作 業 を監 督 して,現 場 規 律 を維 持 す る

こ とで あ る、,元々,現 場 長 は 人 事 管 理 ・労 務 管 理 の 権 限 を持 た ない ため,現 場

に労 使 交 渉 事 項 に関 す る決 定 権 が な い の は当 然 だ と国 鉄 当 局 は主 張 して い た 。

2)鉄 道 管 理 局

まず,誰 が 交 渉 権 を持 ち う るか とい う問 題 が あ る。 本 社 と本 部 の 「団 体 交 渉

に関 す る協 約 」 に よれ ば,鉄 道 管 理 局 レベ ル に団 体 交 渉 権 が あ る。 しか し,こ

の レベ ルの 局 長 あ るい は指 定 さ れ た 管 理 者 は交 渉 権 を持 っ てい るが,協 定 の変

更 内 容 に 関 して 制 限 され て い た 。 津 田[19806]の 調 査 に よ れ ば,静 岡 鉄 道 管

理 局 総 務 部 長 の専 決 事 項 の 一 つ 内 容 と して は,労 働 組 合 との協 約 ・協定 な ど締

結 の決 定 が あ る。 た だ,実 際 に は締 結 の決 定 は,契 約 期 間 の更 新 ま た は,従 来

と同 じ契 約 内容 に よ る も の に 限 る もの で あ っだB,。 これ は,鉄 道 管 理 局 の レベ

ルで も 自..i拍勺な団 体 交 渉 が 制 約 され て い た こ とを 明示 す る。

と ころで,鉄 道 経 営 に関 して 国鉄 の管 理 者 が 経 営 権 を持 って な い こ とか ら,

「経 営 権 」 と 「協 約 締 結 権 」 の 問踵 を ど うや って解 決 す べ きか が 重 要 な 問題 に

な る。 そ こで,組 合 は,政 府(経 営 者)に 対 して政 治 闘争 を行 い な が ら,企 業

体 全 職場 に まで 闘 争・を広 げ よ う と した ので あ る。 さ て,職 場 の労 使 関係 の実 態

は ど う考 え るべ きか,最 後 に この点 を検 討 しよ う。

3職 場は協力体制より対立の足場

1)労 使の不信頼 と 「労」「労」対抗

現場において労働組合と管理者間が信頼関係を結ぶ ことを困難にする要因も

考慮 しなければならない。 とくに,1970年 代,マ ル生が終わって以降,組 合の

規制力が強 くなることにより,管 理者が現場管理を行 えない事態が起きた。こ

の問題は,国 鉄の分割 ・民営化まで,常 に日本国有鉄道監査委員会がその改善

きの 寺 田,前 掲 書,187ペ ー ジ。

38)津 田(19806]202ペ ー ジ。
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を勧 告 して い た こ とで あ る3㌔

管 理 者 ・組 合 間 の信 頼 関 係 以 外 に,各 労 働 組 合 間 の対 立 関係 も問 題 とな る 。

国鉄 の現 場 で は職 員 が 加 入す る労 働 組 合 が 複 数 存 在 す る場 合,国 鉄 当局 は各 組

合 と別 々 に交 渉 しな けれ ば な ら ない 。 ま た,現 場 で組 合 員 間 に 「奴 ら」 と 「我

ら」 の対 抗 意 識 が 存 在 して い る。 そ の た め,現 場 で は 国労,動 労,鉄 分 は,自

らの組 合 員 の 労働 条件 維 持 向上 の た め,相 互 に競 い 合 って いた10)。同 じ作 業 職

場 で,国 労 と現 場 当局 の 問で は現 場 協 議 が行 わ れ て い るが,動 労 支 部 で は これ

を 開 か ず,「 集 団 交 渉 」 が 主 な 手段 と な る とい う こ と もあ ったら%こ の よ うに,

現場 管理 は極 め て難 しい問 題 で あ った。

2)現 場 協 議 運 用 の実 態

現 場協 議 に つ い て は,先 に述 べ た よ う に現 場 長 の専 決 で協 約 を締 結 ず る権 限

が事 実 上 な い と して も,現 場 組 合 員 た ち は 現 場協 議 を団 体 交 渉 と同 様 の 制 度 と

み な した 。 この よ うな現 場 の労 使 関係 は,一 体 どの よ うな もの で あ った の か 。

現 場協 議 が は じ ま った1年 目 〔1969年)と5年 目(1973年)に1国 労 は,す

で に現協 の 形骸 化 の環 象 が 生 じて い る と指 摘 した 。 ユ975年 以 降,現 協 の 実 態 は

「単 な る物 取 り主 義 に堕 して い る」 とい う批 判 が 津 田[ユ9806]も 指 摘 した42〕。

この 現協 の 内 容 は,当 初,駅 ・区 な どの 現 場 に お け る労 使 紛 争 の 「円満 か つ 平

和 的 解 決 を図 る」 こ と を 目指 した 目的 と は,か け離 れ てい る。 これ は,現 場 協

議 を次 の よ う な戦 略 の 一 手 段 と して 位 置 づ け てい たか らで あ る。 現 場 協 議 は,

39)例 えば,昭 和56年度のrH本 国有鉄道監査報告書jに よれば,現 場協議の運用について1一昇

職,昇 給,転 職等人事に関する事項 についての協議,賃 金引き上げ問題等現場長の権限外事項の

協議,本 来団体交渉で決めるべき事柄が現場の協議にゆだねられていること.協 議中の管理者に

対する中傷,誹 謗等,現 場協議制本来のあり方を大きく逸脱 した状態が広範囲にわたって存在L.

ており,そ れらが現場管理者に大きな負担を強いることとなり,職 場管理の弱体化を招いてい

る。」と指摘 している。

40)津 田[1980b]180ペ ージによれば,機 関区,電 車区は国労,動 労,鉄 分が競合する職場であ

る。とくに1970年4月 から197.1年11月まで展開された生産性向上運動の中で組合間の関係が険悪

化した.機 関上,運 転士の問では,加 入組合が違う職員に離 して 「彼はウナの会社の人間じゃな

い」という表現でお互いにソッポを向き合う間柄になった。そこで労働組合が異なる職員を同.

作業集団に編成するのは好ましくないことになる。

41)稲 上,前 掲書,306-309ペ ージ。

42.}石 ∫11・片岡 ・本多,前 掲書,107ベ ージ、
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国労 が 「現 場 に団 体 交 渉 を確 立す る」 運 動 を 目指 した よ うに,職 場 に交 渉 を通

じて組 合 員 の権 利 意 識 を喚 起 しよ う とす る もの で あ った。 要す る に,現 場 の組

織 を強 化 した上 で,団 体 交 渉 をす べ て の 国鉄 作 業 現 場 に定 着 させ よ う と した 。

しか し,現 場 艮 に は,労 働 条 件 の変 更 に対 す る交 渉権 が与 え られ て い な い た

め,こ れ に 関す る現 場 協 議 は ほ とん ど決裂 して,上.部 機 関 の 交 渉 に.上.移す る。

現場 長 は労 組 の 備 品 要 求 に対 し,事 務 出 費 の枠 内 で で き る限 り捻 出 して合 意 を

達 す る よ う に.努力 した将:h。そ の結 果,現 場 協 議 の テ ーマ は備 品 ・設 備 要 求 に集

中す る こ と も.・部 で あ った 。

IVお わ り に

第 且 節2項 に お い て,国 鉄 に お け る 団 体 交 渉 の モ デ ル を 分 析 し た 。 ま た,第

43)津 田[19801,]の 静 岡県鉄 道管 理局の豊橋駅で現場協議 の運用を調査 した結果 を第2表 でま と

めてい る.,

第2表 静岡県鉄道管理局の豊橋駅での現場協議 調 査時点:1973K:、

鉄労(組 合員164名} 国労(組 合員123名)

中 央 協 定 「職場委員会の設置 に関す る協約」, 「現場 協議 に関す る確 認 事項」 「議

1.議事録確認」 事録確認」

地 方 協 定 「職場委 員会の設揖 に関す る協定」、 「現場 協議 に関す る協 定」 「同協定

「同協 定附属覚 吾」,「現場 協議 に閲 附属覚書」,[現 場協議 に関する確認

する確 認事 項」,「議 事録 確認一: 事項」 「議事 録確認」

労 働 者 代 表 分会を代表する委員 分会を代表する委員

一

協 議 事 項 「職場 委 員会の設置 に関す る協 定二 「現場協議 に関す る協 定」第4条

第3条

一.

開 催 毎月2回 毎月2回

一....

協定の有効期間 19日8年12月lH一.1969年3月2]日 1968年12月1日 一1969年11月31ロ

時 間:
..一回 約2時 間 ・回 約2時 間

そ の 他 現場協議で ぽ双方で意見が一致 して問題 を管理局 組合地本 レベルに ヒ移

す ることもあれば,一 方が上移す ることもあ る.

豊橋駅で は双方上移 の例 は津 田[198〔16.1調 査最近 時にはなか った。一 方

上移の例 として は作業 ダイヤや設備 要求 の問題が 多い。 また,面 倒 な問題

と しては訓練時間 の問題があ る。

注:筆 者 作 成 。

出所1津 田[1980bユ183-187ペ ー ジ。
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皿節 で 団 体 交 渉 が 国 鉄 の 労使 関係 に お い て 果 た す 役 割 とそ の 重 要 性 を見 出 した 。

も ち ろん,国 鉄 の 労 使 関係 に対 して,色 々 な外 的 要 因(第2図 の よ う に 日本 政

府 の政 策 ・国 会 議 決 ・法 的 規 制 ・日本 の 労 働 組 合 運 動 な どが あ る)の 影 響 力 は

つ よか っ たが,労 使 関 係 の 当事 者 の 行 為 が 企 業 内 労 使 関係 の行 き方 を決 定 す る

はず で あ る。 小 論 は企 業 内 労 使 関 係 の 当事 者 達 の 関係 を ク ロ ー ズ ア ップ した う

えで,パ ブ リ ック ・セ ク タ ー一に お け る使 用 者 モ デ ル を通 じて 国鉄 の労 使 関係 と

団体 交 渉 を分 析 して き た。

国鉄 の労 使 関係 は パ ブ リ ック ・セ ク ター に お け るSE型 モ デ ル に 属 して い る。

ま た,SE型 で の 労 働 者(組 合)は 団体 交 渉 を通 じて 国 鉄 管 理 者(統 治 者 主 権

の代 理 者)の 管理 を 弱 くさ せ る こ とが あ る時 期(1970年 代)で きた 。 しか し、

1980年 代 に入 り,伝 統 的 なSE型 モ デ ル に戻 ろ う とす る.主張(国 会,運 輸 省,

日本 国 有 鉄 道 監査 委 員 会,国 鉄 当 局)が 盛 ん にな って くる。

この よ うな 国 鉄 労 使 関 係 を経 験 した 管 理 者 や 職 員 は,新 制 度 に移 行 尽 く した

JR各 社 に お い て どの よ うに変 化 した ので あ ろ うか 。 それ と も変 化 しな か っ た

のか 。 この点 につ い て は今 後 の 課 題 と研 究 したい 。
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